
 

【本冊】新規項目一覧（6項目） 

《農林水産業の振興》 

15  農業の生産力強化について 

【大規模輸出産地を構築するための取組に対する予算確保】  

◆ 農林水産物等の輸出を拡大するため、海外の規制やニーズに対応した大規模輸出産地

を構築するための取組に十分な予算を確保すること。 

【畜産の全畜種を対象とした暑熱対策のための機械設備の導入等に係る補助事業の創設】 

◆ 畜産の全畜種を対象とした暑熱対策のための機械設備の導入、畜舎への遮熱資材施工

等に係る補助事業を創設すること。 

 

《「人が輝くあいち」》 

19 学校教育の充実について  

【「高度なものづくり人材」を育成するための高専の設置に向けた財政的支援】  

◆ 生産年齢人口の減少、ＤＸやＡＩの急速な進展等の、将来の社会・産業構造変化を見

据え、成長分野での即戦力となる「高度なものづくり人材」を育成するため、「大学・

高専機能強化支援事業（成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金）」

について、時限措置の延長、支援内容の拡充による高専の設置に対する財政的支援を行

うこと。 

28 就業支援・職業能力開発等の推進及び賃上げ環境の整備について  

【最低賃金の引き上げを踏まえ中小企業等が安心して賃上げできる環境の整備】  

◆ 今般の最低賃金の大幅な引き上げを踏まえ、中小企業等が将来に渡って安心して賃上

げに取り組むことができるよう支援策を講じるとともに、地方自治体の取組について、

必要な財源措置を講じること。 

 

《安全・安心なあいち》 

34 南海トラフ地震対策等の推進について  

【携帯電話基地局強靱化対策事業における地方財政措置】  

◆ 「無線システム普及支援事業費等補助金（携帯電話基地局強靱化対策事業）」による

携帯電話基地局の強靱化対策をより一層加速するため、地方自治体の負担分について地

方財政措置を講じ、地方の負担軽減を図ること。 

 

《行財政改革・地方分権の推進》 

45 人口減少対策・地方創生の推進について  

【「広域リージョン連携」に取り組む地域への十分な支援】  

◆ 「広域リージョン連携」については、連携に取り組む地域に対し、事業への補助や規

制緩和など、十分な支援を行うこと。 

 

 


